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新型コロナの影響で売上が激減してしまいましたが、家賃負担の軽減を目的に国から給付

金が出ると聞きましたが、これはどのような内容でしょうか？

解説
  

１． 給付対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、令和 2 年 5 月～12 月にお

いて以下のいずれかに該当する者に給付金が支給されます。

①いずれか 1 か月の売上高が前年同月比で 50％以上減少

②連続する 3 か月の売上高が前年同期比で 30％以上減少

２． 給付額

申請時の直近の支払い家賃（月額）に基づき算出される給付額（月額）の 6 倍（6 か月分）

給付率は 3 分の 2 に相当する金額（一定額以上は 3 分の 1）、給付上限額は法人 100 万

円、個人事業主は 50 万円、6 か月分を給付します。（下記参照）

（経済産業省の資料より）

要するに…
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家賃支援給付金について

実店舗をかかえる飲食店等の事業者にとって閉店中の家賃負担は非常に重たいものがあり

ますが、この給付金は最大 600 万円給付されるので、かなりの負担減となると思われます。
ただ、第 2 次補正予算の成立を前提としているため、給付金の内容が今後変更になる恐れ

もありますので、今後の政府の発表には要注目です。

企業の売上が落ち込んでいる事業者の事業継続を下支えにするために、家賃負担を軽減す

ることを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。


